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(57)【要約】
　安全剃刀（２）用のハンドル（１０）が、ハンドル内
に細長い空洞（７０）と、細長い空洞内に配置され重力
の影響を受けて空洞に沿って２つの位置の間で移動可能
な物体（８０）とを有する。第１の位置では、剃刀は第
１のバランスの中心を有する。第２の位置では、剃刀は
第１のバランスの中心とは異なる第２のバランスの中心
を有する。ハンドルは、空洞内に減衰流体（９０）又は
弾性部材（１２０）を有して物体の動きを減衰させる。
【選択図】図２Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　安全剃刀であって、
　剃刀カートリッジと、
　ハンドルと、
を備え、
　前記ハンドルは、内部に細長い空洞と、該空洞内に配置され、重力の影響を受けて前記
空洞に沿って第１の位置と第１の位置から間隙をあけた第２の位置との間で移動可能な固
体物体と、前記物体の動きを減衰させる手段とを有し、
　前記第１の位置では前記安全剃刀は第１のバランスの中心を定め、前記第２の位置では
前記安全剃刀は第２のバランスの中心を定め、
　前記第１のバランスの中心と前記第２のバランスの中心とは異なる、
ことを特徴とする安全剃刀。
【請求項２】
　前記物体は単一の部品を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の安全剃刀。
【請求項３】
　前記物体は複数の部品を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の安全剃刀。
【請求項４】
　前記減衰手段は前記細長い空洞内に配置された流体を含む、
ことを特徴とする請求項２に記載の安全剃刀。
【請求項５】
　前記減衰手段は前記細長い空洞内に配置された弾性部材を含む、
ことを特徴とする請求項２に記載の安全剃刀。
【請求項６】
　前記減衰手段は前記細長い空洞内に配置された流体を含む、
ことを特徴とする請求項３に記載の安全剃刀。
【請求項７】
　前記減衰手段は細長い空洞内に配置された弾性部材を含む、
ことを特徴とする請求項３に記載の安全剃刀。
【請求項８】
　安全剃刀用のハンドルであって、
　握り部分と、
　上部に剃刀カートリッジを選択的に取り付けるようにされたヘッド部分と、
を備え、
　前記握り部分は、内部に細長い空洞と、該空洞内に配置され、重力の影響を受けて前記
空洞に沿って第３の位置と第３の位置から間隙をあけた第４の位置との間で移動可能な固
体物体と、前記物体の動きを減衰させる手段とを有し、
　前記第３の位置では前記ハンドルは第３のバランスの中心を定め、前記第４の位置では
前記ハンドルは第４のバランスの中心を定め、
　前記第３のバランスの中心と前記第４のバランスの中心とは異なる、
ことを特徴とする安全剃刀用のハンドル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に剃刀に関し、より具体的には、バランスの中心が移動可能な湿式シェ
ービング剃刀に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　湿式シェービング又は一般に安全剃刀としても知られる多くの最新のシェービング装置
は、再利用可能なハンドルに解放可能に接続される使い捨て剃刀カートリッジを含む。別
の最新の安全剃刀は、恒久的に結合され単一ユニットとして廃棄されることを意図された
ハンドルと剃刀カートリッジとを有する。再利用可能な剃刀及び使い捨て剃刀の双方のハ
ンドルとも、一般に、ユーザが身体の特定の剃る部分に合うように選択した態様で握るこ
とが意図されている。ユーザは、敏感な又は曲線状の部分を剃る場合、剃刀カートリッジ
の近くでハンドルを握ることが望ましいと気付く場合がある。これとは逆に、ユーザは、
広い又は平坦な部分を剃る場合、剃刀カートリッジとは反対の端部近くでハンドルを握る
ことが望ましいと気付く場合がある。Ａｌｔｈａｕｓらに付与された米国特許第５，０３
１，３１９号には、剃刀の重心又はバランスの中心を親指、人差し指及び中指を添える場
所の近くに設けて、使用中に剃刀がバランスを保つようにすることが望ましいとの記載が
ある。多くの公知の剃刀は、一般にバランスの中心が固定されており、従ってユーザがバ
ランスの中心から離れてハンドルを握ることを選択した場合、使用中に剃刀のバランスが
取れにくくなる。Ｔｈｏｍｐｓｏｎに付与された米国特許第２，１８９，６８９号、及び
Ｍｏｎｎｅｔに付与された米国特許第２，２６４，３２３号では、剃刀のハンドルにユー
ザが動かすことができる調整可能なおもりを設けて、ユーザが好むバランスの中心を提供
することによりこの問題に対処する試みがなされている。しかしながら、Ｔｈｏｍｐｓｏ
ｎ又はＭｏｎｎｅｔによる調整は若干複雑であり、ユーザによる特定のアクションを必要
とし、自動的なものではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第５，０３１，３１９号公報
【特許文献２】米国特許第２，１８９，６８９号公報
【特許文献３】米国特許第２，２６４，３２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　これに基づき、ユーザの選択した握り又は剃刀の姿勢に応じて使用中にバランスの中心
が自動的に変化できる剃刀ハンドルを提供することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の安全剃刀の実施形態は、ハンドルと剃刀カートリッジとを備える。ハンドルは
、握り部分とヘッド部分とを有する。ヘッド部分は、剃刀カートリッジをヘッド部分に選
択的に取り付けるようになっている。握り部分は細長い空洞を有する。少なくとも部分的
に固体の物体が空洞内に配置され、重力の影響を受けて細長い空洞に沿って第１の位置と
第２の位置との間で移動することができる。空洞には減衰手段を設けて、固体物体の動き
を制御するとともに使用中に安全剃刀がガタつかないようにする。物体が第１の位置にあ
るとき、安全剃刀は第１のバランスの中心を有し、物体が第２の位置にあるとき、安全剃
刀は第１のバランスの中心とは異なる第２のバランスの中心を有する。物体は、単一の部
品又は複数の別々の部品であってもよい。減衰手段は容器に入れられた減衰流体であって
もよく、流体の中を通る物体の動きにより物体の動きが減衰するようにこの減衰手段を選
択することができる。或いは、減衰手段を細長い空洞の一端又は両端に配置された弾性部
材にして、空洞に沿った物体の動きの一端又は両端において物体の減速を制御するように
してもよい。
【０００６】
　本発明の実施形態は、以下の利点の１又はそれ以上を含むことができる。ハンドルの握
り部分がヘッド部分近くの端部で握られかつヘッド部分の高さが握り部分よりも低い場合
、安全剃刀のバランスの中心が親指及びその他の指を添える場所の近くにくることにより
、使用中に剃刀のバランスが向上するようになる。ハンドルの握り部分がヘッド部分とは
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反対の端部で握られかつヘッド部分の高さが握り部分よりも高い場合、安全剃刀のバラン
スの中心がこのときの親指及びその他の指を添える場所の近くにくることにより、この場
合も使用中に剃刀のバランスが向上するようになる。添付の図面とともに解釈すれば、以
下の詳細な説明を参照しながら本発明の上記の特徴及び利点をより完全に理解できるであ
ろう。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の安全剃刀の実施形態の等角図である。
【図２Ａ】線２－２に沿って切り取った図１のハンドルの「ヘッドを上にした」姿勢の断
面図である。
【図２Ｂ】線２－２に沿って切り取った図１のハンドルの「ヘッドを下にした」姿勢の断
面図である。
【図３】線２－２に沿って切り取った本発明のハンドルの別の実施形態の断面図である。
【図４】線２－２に沿って切り取った本発明のハンドルのさらに別の実施形態の断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図面及び特に図１を参照すると、安全剃刀２がハンドル１０と剃刀カートリッジ２０と
を備える。剃刀カートリッジは、ハウジングと、ハウジング内に配置された１又はそれ以
上の剃刀刃とを備えることができ、本発明は剃刀カートリッジの構造に関して限定される
ものではない。ハンドル１０は、握り部分３０とヘッド部分４０とを備える。握り部分は
、ヘッド部分に隣接する先端部３２と、反対側の後端部３４とを有する。ヘッド部分は、
剃刀カートリッジ２０を選択的に取り付けるようになっており、本発明はこの点に関して
限定されるものではない。当業者であれば、例えばシェル軸受構成又はジャーナル軸受構
成などの多くの周知のカートリッジ取り付け構成を使用できることを理解するであろう。
さらに、次に図２Ａ及び図２Ｂを参照すると、後述するように組み立てを容易にする目的
で、ハンドルの握り部分３０は、恒久的に或いは確実に接合された２つの硬質な熱可塑性
構成部品５０、６０を含むことが好ましい。さらに後述するように、１つの実施形態では
、２つの構成部品間の接合部５４は、握り部分に沿った中心３６とほぼ垂直な面の形であ
ることが好ましい。熱可塑性材料はポリプロピレン又はＡＢＳであることが好ましいが、
その他の熱可塑性物質又は金属又はこれらの組合せを選択することもでき、本発明はこの
点に関して限定されるものではない。片方又は両方の硬質部品は、当業で周知のような弾
性熱可塑性物質（ＴＰＥ）からなる外層５２、６２をそれぞれを備えることが最も好まし
い。ＴＰＥ層は、ハンドルを湿潤環境で握った場合、少なくとも向上した心地良さをユー
ザの手の中に与え、向上した握り特性をユーザに与える。後述するように、ポリプロピレ
ン材料は、少なくとも幅広いＴＰＥ材料に容易に確実に接着する能力、容易に超音波溶接
できて２つのハンドル部品５０、６０間に１つの恒久的な接合方法を提供する能力、及び
減衰流体に対する耐化学性のために選択される。接着剤の使用、別の溶接処理、圧入又は
スナップ嵌めの使用などのその他の周知の恒久的な又は確実な接合方法を使用することも
でき、本発明はこの点に関して限定されるものではない。部品５０と６０との間で確実で
はあるが恒久的でない接合を行う場合、ユーザがこれらの部品を実質的に分離できないよ
うに技術処理すべきである。当業者であれば、単一の構成部品又は３以上の部品を含む握
り部分を使用することもでき、また本発明はこの点に関して限定されるものではないこと
を理解するであろう。
【０００９】
　ハンドル１０の握り部分３０は、概ね握り部分の中心３６に沿って延びる細長い空洞７
０を備える。１つの実施形態では、空洞は概ね樽型であることが好ましいが、その他の形
状を適宜使用することもでき、本発明はこの点に関して限定されるものではない。この場
合、樽型とは、一般にウェスト部分が拡大した３次元形状を意味する。空洞はまた、丸味
のある端部を有することもできる。当業者であれば、ハンドルの握り部分はほぼ直線状又
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は曲線状であってもよく、或いは直線及び曲線部分を含むことができることを理解するで
あろう。従って中心３６は、直線又は曲線、或いはその組合せであってもよい。
【００１０】
　ハンドル部品５０と６０との間の接合作業を行う前に、物体８０が細長い空洞内に入れ
られる。本発明の１つの実施形態では、接合作業の前に空洞内にさらに減衰流体９０が入
れられる。これにより、部品５０は、部品６０が部品５０に接合される前に挿入された物
体８０と減衰流体９０とを有することができるようになるため、垂直な接合部５４の利点
をここで理解できるであろう。説明を簡単にするために、減衰流体は空気であってもよい
が、当業者であれば、空気より粘度の高い液体減衰流体を使用することよりも、関連する
構成部品の製造上の耐久性の方により注意を払う必要があることを認識するであろう。減
衰流体は油であることが好ましく、炭化水素材料に対する耐化学性のために２つの硬質ハ
ンドル部品５０、６０にポリプロピレンを選択する利点をここで認識できるであろう。油
は、約１００ｃＰよりも粘度の低い植物油であることが最も好ましい。また、減衰流体は
水性であってもよく、本発明はこの点に関して限定されるものではない。物体８０は球形
であることが好ましく、直径約６ｍｍのステンレス鋼から製造されることが最も好ましい
。円筒形又はカプセル型などの他の材料及び形状を使用することもできる。物体の形状、
大きさ及び材料と減衰流体の粘度との他の組合せを実用的に使用することができるため、
本発明はこの点に関して限定されるものではない。物体は、減衰流体の比重とは実質的に
異なる（すなわちこれよりも大きな又は小さな）かさ比重を有する。物体８０は、実質的
に固体８２であってもよく、或いは中空コアを有する薄いシェル８４を含むこともできる
。ユーザが、細長い空洞の長手方向の中心７２が水平以外となる姿勢で剃刀を握ると、物
体と減衰流体との異なる比重の結果として、物体が細長い空洞の上端部又は底部のいずれ
かに存在するようになる。より比重の大きな方の要素が物体８０であるにせよ流体９０で
あるにせよ、この要素が細長い空洞のより低い位置に存在するようになり、結果的にバラ
ンスの中心は、安全剃刀のより低い方の端部へ向けて付勢されるようになる。従って、例
えばユーザが腋窩部を剃っている間に生じる得るような、一般に「ヘッドを上にした」姿
勢で剃刀を保持した場合、剃刀のバランスの中心は握り部分の後端部３４へ向けて付勢さ
れ、概ね後端部側においてユーザの親指とその他の指との間で握り部分を保持したときに
、よりバランスの取れた剃刀の使用が行われるようになる。これについては図２Ａに大ま
かに示す。これとは逆に、例えばユーザがビキニラインなどのより繊細な部分を剃ってい
るときに生じ得るような、一般に「ヘッドを下にした」姿勢で剃刀を保持した場合、剃刀
のバランスの中心は握り部分の先端部へ向けて付勢され、概ね先端部側においてユーザの
親指とその他の指との間で握り部分を保持したときに、よりバランスの取れた剃刀の使用
が行われるようになる。これについては図２Ｂに大まかに示す。図２Ａ及び図２Ｂでは、
説明を明確にするために、物体８０の低部静止位置からわずかに隙間をあけて物体８０を
描いている。
【００１１】
　次に、樽型の細長い空洞７０の利点についてより詳細に説明する。物体８０は、ユーザ
が剃刀の向きを変えた結果、重力の影響を受けて空洞に沿って移動するため、物体の動き
により、減衰流体が（物体の動きの方向に対して）物体の前部から物体の後部へ移動する
ようになる。物体が樽型の空洞に沿って移動するにつれ、物体と空洞の内壁との間の空隙
が変化し、空隙は樽の拡大したウェスト近くで最も大きくなる。この位置では、減衰流体
の抵抗はそれほど大きくはなく、物体は空洞沿いの他の位置よりも高速で流体を通過する
ことができる。物体が樽のウェスト部分から離れて動き、空洞の端部に近づくと、物体と
空洞の内壁との間の空隙が減少する。減衰流体の抵抗の影響が増加し、物体の速度が減衰
される。空洞に沿った動きの範囲の端部付近で、物体と空洞との間の空隙が最小になるこ
とが好ましい。減衰流体の影響が最大となり、物体の速度を実質的にゼロまで減少させる
。このようにして、物体が突然静止した場合に発生する恐れのある欠け及び切れ目を生じ
る可能性のある望ましくないガタつき動きが回避される。
【００１２】
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　次に図３を参照すると、本発明のハンドルの別の実施形態を示している。本発明のこの
実施形態では、物体１００が数多くの部品を含む。減衰流体内の物体の組合せがスラリと
なるように、物体は非常に多くの微小な部品を含むことができる。物体はまた、いくつか
の大型の部品、或いは１又はそれ以上の部品とスラリとの組合せを含むこともできる。
【００１３】
　次に図４を参照すると、本発明のハンドルのさらに別の実施形態を示している。この実
施形態では、減衰流体は完全に又は部分的に取り除かれ、物体が細長い空洞に沿って動く
際の物体の動きの減衰効果は、物体と空洞の端部との間に延びる弾性要素１２０により提
供される。弾性要素は、細長い空洞の一端又は両端に存在することができる。弾性要素は
、例えば別個の圧縮バネ１２２、又は高度に変形可能な弾性パッド、或いは発泡材料から
なるパッドなどの別々の部品であってもよい。圧縮バネは、一定のバネ定数を有すること
ができるが、バネ定数が可変であるとともに、前述したような理由で物体が空洞に沿った
物体の動きの範囲の端部に近づくと物体の速度を最小にし、好ましくはゼロに近づけるよ
うに設計されることが好ましい。弾性要素を物体と一体に、或いはハンドル部品１５０又
は１６０と一体に形成することもできる。この実施形態では、２つのハンドル部品間の接
合部１１０は、少なくとも組み立てを容易にするという利点のために、握り部分に沿った
中心１１２にほぼ平行になることが好ましい。
【００１４】
　本発明は、本明細書で開示し及び／又は図面に示した特定の構造に決して限定されるも
のではなく、本開示の範囲内にあるあらゆる修正又は同等物も含むものであると理解され
たい。
【符号の説明】
【００１５】
３６　中心
５０　ハンドル部品
５２　外層
５４　接合部
６０　ハンドル部品
６２　外層
７０　細長い空洞
８０　物体
８２　固体
９０　減衰流体
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